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水中運動教室　参加者募集！

基礎コース 運動コース

日程
12月4日 ㈮・11日 ㈮・18日 ㈮・25日 ㈮、平 成
28年1月8日㈮・15日㈮・22日㈮・29日㈮

12月3日㈭・10日㈭・17日㈭・24日㈭、平成28年1
月7日㈭・14日㈭・21日㈭・28日㈭

時間 午前10時30分～午後0時30分 午後2時15分～3時15分

対象 市内在住の65歳以上の方で全日程参加でき
る方（要支援・要介護認定の方を除く）

①市内在住の65歳以上の方で全日程参加できる
方（要支援・要介護認定の方を除く）
②基礎コースに2回以上参加された方

内容 水中運動、健康講話、体力測定ほか 水中運動のみ

定員
16人（定員を超えた場合は、過去の参加回数
が1回以下の方を優先した後、過去の参加回
数に関係なく抽選となります）

16人（定員を超えた場合は、過去の参加回数に関
係なく抽選となります）

参加料 4,400円（温泉も利用できます）※1コース料金となります。

送迎 希望者はバスで送迎します。（最寄りのバス
停をお知らせください） バス送迎はありません。

その他 過去の参加回数が2回以上の方は両コースへ申し込み可能ですが、参加はどちらかのコースとな
ります。

【日時】12月4日㈮・11日㈮・18日㈮・25日㈮、平成28年1月8日㈮・15日㈮
／午後6時45分～8時15分

【対象】市内在住の30歳以上64歳以下の方で全日程参加できる方
【定員】16人（定員を超えた場合は、過去の参加回数が1回以下の方を優
先した後、過去の参加回数に関係なく抽選となります）

【参加料】3,300円（温泉も利用できます）※1コース料金となります。

介護予防水中運動教室（第5回目）

【申込・問合先】ふれあい健康センター健康係☎③2010

生活習慣病予防水中運動教室（第5回目）

　男性のための水中運動教室　
（第6回目）

【日時】11月19日㈭・26日㈭、12月
3日㈭・10日㈭／午後6時45分～
8時15分

【対象】市内在住の20歳以上の男
性で全日程参加できる方（要支
援・要介護認定の方を除く）

【定員】15人（定員を超えた場合
は、抽選となります）

【参加料】2,200円（全4回分）
※温泉も利用できます。

　太古の湯のプールで水中エ
クササイズや、家でもできる簡
単ピラティスなどを行います。

【日時】11月12日㈭午後6時45分
～8時15分

【対象】市内在住の20～39歳まで
の女性の方

【定員】15人（定員を超えた場合
は、抽選となります）

【参加料】550円
※当日は未就学児の
託児コーナーを開設
しますので、ご利用
を希望される方は申
し込み時にお申し出
ください。

全コース共通

【場所】三笠天然温泉 太古の湯
【持ち物】水着、参加資格証明書
（参加者に郵送します）
【申込方法】11月6日㈮までに電
話または直接窓口でお申し込
みください。

女子力アップ
お試しアクアビクス
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生
活
習
慣
病
予
防
水
中
運
動
教

室
の
調
理
実
習 

参
加
者
募
集

　

今
回
は
、運
動
と
食
事
両
面
か
ら

ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
の
相
乗
効
果

を
目
的
に
、水
中
運
動
６
回
、調
理
実

習
１
回
の
コ
ー
ス
と
な
り
ま
す
。調

理
実
習
は
希
望
者
の
方
と
な
り
ま

す
、ま
た
水
中
運
動
に
参
加
さ
れ
な

い
方
も
お
申
し
込
み
で
き
ま
す
。

【
日
時
】12
月
５
日
㈯
午
前
10
時
30
分

～
午
後
0
時
30
分

【
場
所
】ふ
れ
あ
い
健
康
セ
ン
タ
ー

【
定
員
】20
人（
定
員
を
超
え
た
場
合

は
生
活
習
慣
病
予
防
水
中
運
動
教
室

の
参
加
者
の
方
を
優
先
し
た
後
、抽

選
と
な
り
ま
す
）

【
調
理
実
習
内
容
】干
し
野
菜
を
使
用

し
た
簡
単
健
康
レ
シ
ピ　
　
　
　

【
参
加
料
】５
０
０
円

【
申
込
方
法
】11
月
６
日
㈮
ま
で
に
電

話
ま
た
は
直
接
窓
口
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

【
申
込
・
問
合
先
】ふ
れ
あ
い
健
康
セ

ン
タ
ー
健
康
係
☎
③
２
０
１
０

重
度
障
害
の
あ
る
方
の
各
種
手

当

　

自
宅
で
生
活
し
て
い
る
重
度
の
障

害
が
あ
る
方
に
、障
害
に
よ
る
日
常

生
活
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、次

の
手
当
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
、手
当
を
受
給
し
て
い
な
い

方
で
、該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
特
別
障
害
者
手
当

【
対
象
】次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

①
20
歳
以
上
の
方

②
日
常
生
活
で
常
時
介
護
を
必
要
と

す
る
重
度
の
障
害
が
あ
る
方

③
自
宅
で
生
活
し
て
い
る
方

【
手
当
額
】月
額
２
６
，６
２
０
円

【
支
払
月
】５
月
、８
月
、11
月
、２
月

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

※
社
会
福
祉
施
設
に
入
所
す
る
場
合

や
３
カ
月
以
上
継
続
し
て
入
院
す
る

場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

◆
障
害
児
福
祉
手
当

【
対
象
】次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

①
20
歳
未
満
の
方

②
日
常
生
活
で
常
時
介
護
を
必
要
と

す
る
重
度
の
障
害
が
あ
る
方

③
自
宅
で
生
活
し
て
い
る
方

【
手
当
額
】月
額
１
４
，４
８
０
円

【
支
払
月
】５
月
、８
月
、11
月
、２
月

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

※
障
害
年
金
な
ど
を
受
給
で
き
る
場

合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
社
会
福
祉
施
設
に
入
所
す
る
場
合

や
、３
カ
月
以
上
継
続
し
て
入
院
す

る
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

【
問
合
先
】ふ
れ
あ
い
健
康
セ
ン
タ
ー

福
祉
係
☎
③
２
０
１
０

犬
猫
の
飼
育
マ
ナ
ー

　

市
役
所
に
犬
や
猫
の
ふ
ん
害
な
ど

で
困
っ
て
い
る
と
の
苦
情
が
寄
せ
ら

れ
て
い
ま
す
。一
部
の
飼
い
主
が
マ

ナ
ー
を
守
ら
な
い
こ
と
で
、多
く
の

市
民
が
迷
惑
し
ま
す
。飼
い
主
の
マ

ナ
ー
や
モ
ラ
ル
の
問
題
で
あ
り
、し

つ
け
は
飼
主
の
責
任
で
す
。皆
さ
ん

が
快
適
な
生
活
環
境
で
暮
ら
せ
る
よ

う
、飼
い
主
一
人
一
人
の
自
覚
と
責

任
あ
る
行
動
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
犬
に
つ
い
て

　

散
歩
中
の
ふ
ん
は
袋
を
用
意
す

る
な
ど
し
て
、き
ち
ん
と
片
付
け
ま

し
ょ
う
。日
ご
ろ
か
ら
、自
宅
で
排
せ

つ
を
済
ま
せ
て
か
ら
散
歩
に
行
く
習

慣
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。毎
年
春
先
に

は
、冬
期
間
の
散
歩
中
の
ふ
ん
が
片

付
け
ら
れ
て
い
な
い
た
め
苦
情
が
寄

せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

▼
猫
に
つ
い
て

　

飼
い
猫
は
、自
宅
で
排
便
を
さ
せ

る
よ
う
心
掛
け
て
く
だ
さ
い
。飼
い

猫
も
外
で
自
由
に
ふ
ん
を
さ
せ
る
飼

い
主
が
多
く
い
ま
す
。ふ
ん
尿
の
放

置
で
悪
臭
が
発
生
し
、周
囲
に
迷
惑

を
か
け
ま
す
。

▼
野
良
猫
に
餌
を
与
え
な
い

　

か
わ
い
そ
う
だ
と
い
っ
て
餌
を
与

え
続
け
る
と
、周
囲
の
猫
も
呼
び
集

ま
り
ま
す
。野
良
猫
に
餌
を
与
え
て

い
る
人
も
飼
い
主
と
見
な
さ
れ
、そ

の
責
任
を
問
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
ほ

か
、近
所
と
の
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因
に

も
な
る
の
で
絶
対
に
餌
を
与
え
な
い

で
く
だ
さ
い
。

【
問
合
先
】市
民
生
活
課
環
境
衛
生
係

☎
②
３
１
８
９

『
登
記
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
』

　

法
務
局
で
は
、相
続
登
記
な
ど
の

必
要
性
と
登
記
手
続
の
相
談
、依
頼

先
な
ど
を
広
く
周
知
す
る
た
め『
登

記
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
』を
作
成
し
ま

し
た
。

　

小
冊
子
に
し
ま
し
た
の
で
、希
望

す
る
方
は
市
役
所
に
お
越
し
く
だ
さ

い
。

【
内
容
】

第
１
回「
登
記
し
な
く
て
も
大
丈

夫
？
」

第
２
回「
誰
が
相
続
人
に
な
る
の
？

①
」

第
３
回「
誰
が
相
続
人
に
な
る
の
？

②
」　　

第
４
回「
司
法
書
士
っ
て
ど
ん
な

人
？
」

第
５
回「
相
続
分
っ
て
ど
ん
な
も

の
？
」

第
６
回「
相
続
登
記
の
手
続
き
っ

て
？
」

第
７
回「
遺
言
書
の
方
式
っ
て
ど
ん

な
も
の
？
」

第
８
回「
土
地
家
屋
調
査
士
っ
て
ど

ん
な
人
？
」

第
９
回「
亡
く
な
っ
た
人
が
建
て
た

家
の
登
記
は
ど
う
す
る
の
？
」

第
10
回「
建
物
を
壊
し
た
時
の
登
記

は
ど
う
す
る
の
？
」

第
11
回「
土
地
の
使
用
用
途
が
変

わ
っ
た
ら
、登
記
は
ど
う
す
る
の
？
」

第
12
回「
土
地
の
境
界
が
は
っ
き
り

し
な
い
と
き
は
ど
う
す
る
の
？
」

【
問
合
先
】財
務
課
市
税
係
☎
②
３
１

８
６


